
豊田市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱 
 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業に対する
補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（補助金の交付目的） 

第２条 この補助金は、放課後児童の健全育成を目的として活動する社会福祉
法人等の運営に要する費用の一部を補助することにより、当該社会福祉法人
等の活動の充実を図り、もって本市における放課後児童の健全な育成に資す
ることを目的とする。 
（補助事業者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる条
件を全て満たす者とする。 

（１）市内に事業施設を置いていること。 
（２）市税を滞納していないこと。 
（３）市が行う放課後児童健全育成事業と同等もしくはそれに準ずると市が認

める事業を行い、かつ、当該事業について概ね１年以上の実績があること。 
（４）政治的又は宗教上の組織に属していないこと。 
（５）別表に掲げる基準を満たしていること。 
（６）規則第５条第３項各号のいずれにも該当していないこと。 

（補助事業） 
第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事

業者が行う放課後児童健全育成事業とする。 
（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補
助事業に要する経費のうち、人件費、需用費、役務費、使用料、賃借料及び
備品購入費とし、食糧費及び賄材料費は含まないものとする。 
（補助金額） 

第６条 補助金の額は、別紙に定める額とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、補助事業に関して参加者負担金、この補助金以

外の補助金その他の収入（以下「別収入」という。）がある場合は、別紙に定
める額と補助対象経費から別収入を控除した額とを比較して、いずれか少な
い方の額を補助金の額とする。 

３ 補助金の額の決定に当たっては、算出された額に千円未満の端数が生じた
場合は、これを切り捨てるものとする。 
（交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、放課後児童健全育
成事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、毎年度の５月



末日までに市長に提出しなければならない。 
２  補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等の交付の申請をする

に 当 た っ て 、 当 該 補 助 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額
（ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 の う ち 、 消 費 税 法
（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控
除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）
の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて
得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申
請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ
の限りではない。 

（１）消費税等の確定申告義務がないもの（以下「免税事業者」という。） 
（２）消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているもの（以下「簡易課税事

業者」という。） 
（３）公益法人等で、特定収入割合が５パーセントを超えているもの 
（４）補助金によって支出した経費に係る消費税等の額を、個別対応方式にお

いて、非課税売上のみに要するものとして申告しているもの 
（５）補助金の交付申請時において消費税等仕入控除額が明らかでないもの 

 
（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その
内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において
交付の決定をし、放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書（様式第２
号）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を
達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。 

３ 市長は、本補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上
で、法人・任意団体等の場合は市税の収納状況を、個人・個人事業主等の場
合は住民基本台帳の閲覧及び市税の収納状況を確認することができる。 
（交付の方法） 

第９条 補助金は、概算払により９月及び翌年３月の２回に分けて均等に交付
するものとする。 
（事業内容の変更） 

第１０条 補助事業者は、第８条の交付決定通知を受けた後において補助事業
の内容を変更しようとするときは、直ちに放課後児童健全育成事業変更承認
申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
（変更の承認） 

第１１条 市長は、前条の規定による変更の承認申請があったときは、変更内
容を審査し、第８条第１項の規定による決定及びそれに付した条件を変更す
ることができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の変更を承認したときは、放課後



児童健全育成事業補助金変更決定通知書（様式第４号）により、補助事業者
に通知するものとする。 
（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了（廃止及び中止を含む。以下「完了
等」という。）したときは、完了等の日から起算して３０日を経過した日又は
翌年度の４月５日のいずれか早い期日までに、放課後児童健全育成事業実績
報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）に関係書類を添えて、市
長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者等は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税
等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して
報告しなければならない。 
（額の確定等） 

第１３条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当
と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、放課後児童健全育成事業
補助金確定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により確定した額が概算払により交付した補助金の額を下回る
場合は、補助事業者は、その差額を市長に返還しなければならない。 
（帳簿等の備付け） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を
備えるとともに、その内容を証する書類を整備し、補助事業の完了等の日か
ら起算して５年間、これを保管しておかなければならない。 
（状況報告等） 

第１５条 市長は、補助事業を適正に実施させるため、必要に応じて補助事業
者に当該補助事業に係る状況の報告又は関係書類の提出を求め、これを検査
し、又は必要な指示をすることができる。 
（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助
金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全
部若しくは一部を返還させることができる。 

（１）この要綱の規定又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しく
は市長の指示に違反したとき。 

（２）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 
（３）補助事業を廃止し、又は中止したとき。 
（４）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 
（５）第３条各号の条件のいずれかを満たさなくなったとき。 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 
第１７条 補助事業者等は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告

により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税等仕
入控除税額報告書（様式第７号）により速やかに市長に報告しなければなら
ない。ただし、補助対象経費から消費税等に相当する額を除いている場合は、



この限りではない。 
２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 
（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
 （失効期限） 
 この要綱は、令和１３年３月３１日に限り、その効力を失う。ただし、同日

以前にこの要綱の規定に基づき交付申請がなされた補助金に関しては、同日
後も、なお効力を有する。 

附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１号（第７条関係） 
年  月  日 

豊田市長 様 
（申 請 者）

所 在 地 
 

名 称  

代表者氏名   
生 年 月 日  年  月  日  
電 話 番 号 （     ）  － 

法人番号 
 

             
                       

 
    年度 放課後児童健全育成事業補助金交付申請書 

 
年度 に おい て 放課 後児 童 健全 育 成事 業を 実 施し た いの で、 豊 田 市

補助金等交付規則第４条の規定により、次のとおり申請します。 
 

補 助 金 交 付 申 請 額 金           円 

補 助 事 業 の 目 的  

補 助 事 業 の 内 容  

 

＜添付書類＞ 
１  豊田市放課後児童健全育成事業補助金所要額全体確認表（別表１） 
２  豊田市放課後児童健全育成事業補助金所要額内訳表（別表１－１） 
３  豊田市放課後児童健全育成事業計画書（別表１－２） 
４  児童及び開所の状況 （別表１－３） 
５  開所日程表 （別表１－４） 
６  放課後児童健全育成事業参加児童一覧 （別表１－５） 
７  放課後児童支援員等名簿 （別表１－６） 
８   年度事業別収支予算書（別表１－７） 
９  補助金の交付を申請しようとする団体の規約及び役員名簿 
１０ その他市長が必要と認める書類 
 
 
 

※国税庁 HP「法人番号公開サイト」で確認 



＜消費税及び地方消費税の課税方法について＞ 
【  年度課税方法】 
 
該当の番号を■にしてください。 
□ 免税事業者 
   *前々事業年度の課税売上高          円 
 
□ 簡易課税事業者 

→消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出した事業者 
   *添付書類 「消費税簡易課税制度選択届出書」（写） 
 
□ 課税事業者 
  →上記以外の事業者 
 
＜補助金申請の同意・誓約事項＞ 

内容 同意・誓約欄 
(■にしてください。) 

１ 豊田市税を滞納していない。 □ 
２  本 補 助 金 の 交 付 事 務 に 必 要 な 内 容 に 関
し 、 個 人 ・ 個 人 事 業 主 等 の 場 合 は 住 民 基 本
台 帳 の 閲 覧 及 び 市 税 の 収 納 状 況 を 確 認 す る
ことに同意します。 

□ 



様式第２号（第８条関係） 
 

豊  発第   号 
年  月  日 

 
名   称 
代表者氏名           様 

  
豊田市長  □印 

 
 

    年度 放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書 
 
 

年   月   日付 けで 交 付申 請 のあ りま し た    年度  放 課
後児童健全育 成事 業補助金につ きま しては、豊田 市補 助金等交付規 則第 ５条
の規定により次のとおり交付することを決定しましたので、通知します。 

 

補 助 金 交 付 決 定 額 金           円 

補 助 事 業 の 内 容  

補 助 金 交 付 の 条 件  

 



様式第３号（第１０条関係） 
 

年  月  日 
 

豊田市長 様 

（申 請 者）所 在 地  

名 称  

代表者氏名  

電 話 番 号 （     ）  － 
 
 

    年度 放課後児童健全育成事業変更承認申請書 
 
 

年   月   日 付 け 豊   発 第    号 で 交 付 決 定 通 知 の あ り
ま し た    年度 放課後児童健全育成事業につきまして、次のとおり申請内
容を変更したいので、豊田市補助金等交付規則第８条第１項の規定により承
認されたく、申請します。 

 

補助金交付申請額 
変更前 金         円 

変更後 金         円 

補 助 事 業 の 内 容 
変更前  

変更後  

変 更 の 理 由  

＜添付書類＞ 

１ 豊田市放課後児童健全育成事業補助金所要額全体確認表（変更）（別表
３） 

２  年度豊田市放課後児童健全育成事業費補助金所要額変更内訳表 

（別表３－１） 

３  年度放課後児童健全育成事業収支予算書（別表３－２） 

４ その他市長が必要と認める書類 



様式第４号（第１１条関係） 
 

豊  発第   号 
年  月  日 

 
名   称 
代表者氏名           様 

 
豊田市長  □印 

 
 

    年度 放課後児童健全育成事業補助金変更決定通知書 
 
 

年   月   日付 け豊   発 第    号 で 通知 し まし た   年
度 放課後児 童健 全育成事業補 助金 につきまして 、豊 田市補助金等 交付 規則
第９条の規定により次のとおり決定を変更しましたので、通知します。 

 

補助金交付決定額 
変更前 金         円 

変更後 金         円 

変 更 の 条 件  

 



様式第５号（第１２条関係） 
 

年  月  日 
 

豊田市長 様 

（報 告 者）所 在 地 
 

名 称 
 

代表者氏名 
 

電 話 番 号 （     ）  － 
 
 

    年度 放課後児童健全育成事業実績報告書 
 
 

年   月   日付 け豊   発 第    号 で 補助 金 の交 付決 定 を 受
け ま し た     年 度  放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 を  □ 完 了 （ □ 廃 止  □ 中
止）しました ので 、豊田市補助 金等 交付規則第１ ０条 の規定により 、次 のと
おり報告します。 

 
 

補 助 事 業 の 実 績 金             円 

補 助 事 業 の 効 果  

廃 止 又 は 中 止 の 
場 合 、 そ の 理 由 

 

記入上の注意 □のところは、該当するものにレ印を付してください。 
＜添付書類＞ 
１ 豊田市放課後児童健全育成事業補助金所要額全体確認表（別表５） 
２ 豊田市放課後児童健全育成事業費補助金収支精算額内訳表（別表５－１） 
３  年度豊田市放課後児童健全育成事業報告書（別表５－２） 
４ 児童及び開所の状況 （別表５－３） 
５ 開所日程表（別表５－４） 
６ 放課後児童健全育成事業参加児童一覧（別表５－５） 
７ 年度収支決算書（別表５－６） 
８ その他市長が必要と認める書類 



様式第６号（第１３条関係） 
 

豊  発第   号 
年  月  日 

 
名   称 
代表者氏名           様 

 
豊田市長  □印 

 
 

    年度 放課後児童健全育成事業補助金確定通知書 
 
 

年   月   日付 けで 実 績報 告 のあ りま し た    年度  放 課
後児童健全育 成事 業補助金につ きま しては、豊田 市補 助金等交付規 則第 １１
条第１項の規 定に より次のとお り補 助金の額を確 定し ましたので、 通知 しま
す。 

 
 

補 助 金 確 定 額 金           円 

 
注意 この通 知に よる補助金の 確定 額が概算払に より 交付した補助 金の 額を

下回る場合は、その差額を返還していただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第７号（第１７条関係） 
年  月  日 

 
豊田市長 様 

（報 告 者）所 在 地 
 

名 称 
 

代表者氏名 
 

電 話 番 号 （     ）  － 
 

 
年度豊田市放課後児童健全育成事業補助金に係る 

消費税等仕入控除税額報告書 
 
 
  年   月   日付け豊  発第    号をも って 額の確定の通 知が あっ
た補助金に係 る消 費税等仕入控 除税 額について、 豊田 市放課後児童 健全 育成
事業補助金交付要綱第１７条第１項の規定により、次のとおり報告します。 
 
 
1 額の確定の通知額 
                円 
 
2 実績報告時に減額した補助金に係る消費税等仕入控除税額 
                円 
 
3 確定した補助金に係る消費税等仕入控除税額 
                円 
 
４ 補助金返還相当額（３の金額から２の金額を差し引いた額） 
                円 
 
＜添付書類＞ 

（１）確定した補助金に係る消費税等仕入控除税額の積算内訳等が分かる資料 
 

※  補助金に係る消費税等仕入控除税額が０円の場合でも本報告書を提出す
ること。   


